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Ⅰ　はじめに

　2020年代に入り、全国の小・中・高等学校では
新しい学習指導要領が本格実施の時を迎えてい
る。2019年末に中国湖北省で初めて発見された新
型コロナウイルス感染症はその後拡大の一途を辿
り、本稿執筆時（2021年10月）においても一向に
収束の兆しは見えていないが、そうした未曽有の
“コロナ禍”において全国の学校では様々な難しい
対応を迫られているにもかかわらず、新学習指導
要領は当初の予定通りに本格実施が進められてい
る。小学校ではまさに新型コロナ対応の初年度で
ある2020年度から、中学校では2021年度から本格

実施となり、高等学校でも2022年度から年次進行
で新学習指導要領が本格実施となる予定である。
　この新しい学習指導要領は、2014年11月20日に
当時の下村博文文部科学大臣によってなされた諮
問「初等中等教育における教育課程の基準等の在
り方について」を受けて2016年12月21日に出され
た中央教育審議会答申「幼稚園、小学校、中学
校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等
の改善及び必要な方策等について」で基本方針が
示され、小学校、中学校は2017年３月に、高等
学校は2018年３月に告示がなされたものである。

「Society5.0」や「第４次産業革命」といった言葉
が飛び交い、これまで以上に未来予測が困難な時
代を迎える中で、小中高すべての学校段階、すべ
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ての教科・領域に共通するポイントとして以下の
４点が挙げられている。すなわち、①すべての教
科の内容や目標を整理する３本の柱としての「知
識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、「学
びに向かう力、人間性等」の提示、②「主体的・
対話的で深い学び」の観点からの授業改善、③教
科等横断的な視点を踏まえて教育内容や時間を適
切に配分する「カリキュラム・マネジメント」の
確立、④「社会に開かれた教育課程」ⅰの実現、
である。（合田2019、奈須2017など）
　この新しい学習指導要領における教科・領域の
変化をみてみると、小学校段階においては、従来
は５年生・６年生で行われてきた週１時間の「外
国語活動」が３年生・４年生に下ろされ、５年生・
６年生では週に２時間の教科「外国語」の授業が
導入されたことや、各教科の中で学ぶものとされ
新しい教科が設けられたわけではないものの「プ
ログラミング的思考」の学習が必修化されたこと
が看て取れる。一方、高等学校段階では地理歴史
科、公民科といった義務教育段階における「社会
科」に相当する教科での科目再編が注目される。
地理歴史科は必修科目として「歴史総合」・「地理
総合」が設けられ選択科目として「日本史探求」・

「世界史探求」・「地理探求」が設けられたこと、
公民科では従来の「現代社会」が廃止されて新た
に必修科目「公共」が設定されたことが再編の内
容である。
　このうち本稿で特に注目するのは、公民科の新
設必修科目「公共」である。詳細は後述するが、
この新科目「公共」にはその開設が明らかになっ
た当初から大きな期待が寄せられており、とりわ
け2015年の公職選挙法改正に伴う選挙権年齢の引
き下げ、いわゆる「18歳選挙権」の成立との関連
で、若者の政治参加意識を高めるための起爆剤と
なることが期待として語られる場合が多くみられ
る（小玉2017など）。高校３年生になれば実際に
選挙権を有する生徒が教室にいることが当たり前
となり、そうした選挙の投票のみならず、より積
極的な政治参加を促進するための場として新科目

「公共」には大きな期待が寄せられていることに
なる。
　しかし、こうした政治参加や、あるいは主権者

教育といった取り組みと、「公共」という言葉か
らイメージされるものが容易に結びつけられるか
と考えると、必ずしもそうではない側面も小さく
ないものと思われる。「公共」という言葉を伴っ
て容易に連想される語として、たとえば「公共の
場」や「公共の福祉」といったものが挙げられるが、
これらから積極的な政治参加や主権者としての権
利行使などがまずイメージされるかというと、む
しろ「秩序の維持」や「義務や責任を果たすこと」
といった要素の方がイメージされやすいのではな
かろうか。また、投票を通じた政治参加というこ
とであれば、そもそも18歳選挙権が議論される前
段階として日本国憲法の改正手続きにおける国民
投票の投票権者が満18歳以上と定められたことが
あり、これが定められたのは2007年５月のことで
あって、国政選挙時の投票権年齢をこれに揃える
べく検討が進められることもその時点で明記され
ていたものである（新藤2016など）。最新の学習
指導要領の１つ前、2020年代に入り本格実施が進
められている学習指導要領の１つ前のものが告示
されたのは2008 ／ 2009年のことであり、投票権
年齢の引き下げを契機とする政治参加の促進や、
そのための「場」を初等中等教育の中で構築する
ことについてはその2008 ／ 2009年改訂学習指導
要領の時点で検討が進められていても決して不思
議ではなかったといえる。新科目「公共」に期待
され求められているものを若者の政治参加促進を
中心とした主権者教育と措定してよいのか、検討
の余地は少なからずあり得るといえる。
　こうした関心に基づき、本稿は新科目「公共」
について、その科目名に込められた「公共」性を
問うことを主題とするものである。はじめに新科
目「公共」に関する先行研究および「公共性」に
関する先行研究を概観したのち、学習指導要領の
記述、さらにはその基本方針を示した2016年12月
の中央教育審議会答申の記述から、新科目「公共」
に対してその立案者たちが何を期待し、またどの
ような教育を行う場とすることを意図しているの
かを考えていくこととする。



― 83 ―

新科目「公共」の公共性に関する一考察（1）

Ⅱ　先行研究

　本節では関連する先行研究を概観する。まず新
科目「公共」に関する先行研究を概観したのち、

「公共」及び「公共性」という概念について扱っ
た先行研究を取り上げる。

（1）新科目「公共」に関する先行研究
　2022年度からの実施に向け、新科目「公共」の
授業実践について扱っているものが多数みられ
る。
　たとえば、藤井・大畑（2020）では、新科目「公
共」を「主権者教育の一丁目一番地」とする議論
があることを紹介した上で、「民主主義」、「憲法」、

「校則」、「地域社会の魅力化」、「投票」、「政党」、
「非核化」、「メディア・リテラシー」といったテー
マを挙げ、それぞれを主題とする授業の実践例を
提案している。また、杉浦・菅澤・斎藤（2020）
も、「公共」を「世の中の常識にとらわれず、物
事を批判的に見る能力を鍛える」科目（同書 p.14）
であると述べた上で、「民主主義」、「平和主義」、

「経済」、「労働」、「税」、「社会保障」のほか、「消
費者教育」や「基地問題」、「原子力発電」、「模擬
選挙」、「子どもの貧困」、「エネルギー問題」、「難
民問題」など、様々なテーマの授業実践のポイン
トを紹介している。この他、「公共」の授業実践
について述べているものとしては橋本編（2018）
も挙げられる。
　一方、その実践を行う機会を「公共」の授業時
間に限定するものではなく、最新学習指導要領の
本格実施前に行われた実践も含まれているが、本
多（2020）では、「公共的な課題の解決を目指し
た市民性教育」の実践事例として、サービス・ラー
ニングの手法を用いた社会参加学習の取り組みを
紹介している。また池田・杉浦編（2020）では、
新型コロナウイルス感染症という未曽有の事態を
踏まえて、感染症学習を通じた主権者教育の実践
にも言及されている。
　一方、2022年度からの「公共」の授業開始を前
にした課題の指摘や、科目成立に至る過程への批
判を述べているものもみられる。たとえば西村

（2019）では、「公共」の授業を主権者教育の核と
なる時間として捉え、2006年の教育基本法改正か
ら2018年の「公共」の学習指導要領告示までの中
央教育審議会での審議等を整理した上でその課題
を指摘している。著者の西村自身が中央教育審議
会初等中等教育分科会教育課程部会のワーキング
グループに参加していたことから、ワーキンググ
ループでの議論で挙がった意見のうち学習指導要
領に盛り込まれなかった内容等が紹介された上
で、西村が考える「公共」を通じた主権者教育実
践での留意点が記述の中心となっている。また、
皆川（2021）では、授業構成やパワーポイント・
プリント等の資料を複数の教員間で共有すること
で誰でも同じように授業を行うことができる「授
業のユニバーサルデザイン化」が、「公共」の授
業における１つの課題となってくると考えられる
ことが述べられている。
　この他、「公共」が「現代社会」や中学校社会
科公民分野を引き継ぐものではないとされている
ことに対し、約40年間にわたる「現代社会」の実
践に対する評価や総括がなく、また「公共」を設
置する理由として挙げられている「従来の教育課
程では18歳選挙権や21世紀の課題を解決するため
の学習には不十分である」とすることへの十分な
説明もないことを批判する論稿もみられる。（和
井田・大野・小林・田中編2018 pp.158-159）
　これらの先行研究のうち、本稿と比較的関心が
近いものは西村（2019）であるといえる。しかし、
上述のとおり西村（2019）は中央教育審議会のワー
キンググループメンバーに加わっていた著者によ
る、政策文書には表れないワーキンググループで
の議論も踏まえた当事者としての考察となってい
る。本稿は逆に考察の対象を学習指導要領や中央
教育審議会の答申といった誰もが目にすることの
できる活字媒体に絞り、いわば政策の立案や決定
に対する「外」の視点から新科目「公共」の要点
を読み取ろうとすることを意図している。このこ
とも踏まえ、次に言葉としての「公共」あるいは「公
共性」が意味するところについて、関連する先行
研究に基づきこれを整理していきたい。
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（2）「公共」及び「公共性」に関する先行研究
　「公共」を含む語として、主に政治学や行政学
の分野で近年盛んにみられるものに「公共政策」
という言葉がある。「公共政策」について、秋吉

（2017）ではこれを「公共的問題を解決するための、
解決の方向性と手段」であるとし、「公共的問題」
については、「社会で解決すべきと認識された問
題」としている（同書 pp.35-36）。一方、田尾（2015）
では、基本的には「政府＝公共セクター」であり、

「公共」の担い手は政府であるとしつつも、「近
年、民間委託や民営化、さらには指定管理者など
で、私的領域が公共を担うようになって、その境
目が曖昧になってきた」と、今日において「公共」
の定義を確定することの難しさが述べられている

（同書 p.1）。
　また、近年では「公共人類学」という分野の存
在も唱えられつつある。その概説書ともいえる山
下編（2014）では、「公共領域」として「国家的
な公共領域」、「ローカルな公共空間」、「従来は私
的領域と考えられてきた公共領域」ⅱ、「国際的
な公共領域」、NGOなどが担い手となる「草の根
グローバリゼーション」の領域、ボランティアな
どが主たる担い手となる「新しい公共」の領域が
便宜的に挙げられるとする一方、「公共」の領域
は「一枚岩ではなく、地域社会から国際社会まで
の社会の複合性と古代から現代までの歴史の重層
性のなかで、きわめて複雑な内容を持つ」（同書 
p.9）として、その厳密な定義付けが非常に難解
であることを述べている。
　一方、教育学、特に教育行政学の分野において、

「公共性」を論じる際に頻繁に言及される先行研
究として齋藤（2000）を挙げることができる。た
とえば、2019年10月に発行された日本教育行政学
会の年報第45号では「教育における公共性の再検
討」が特集テーマとされ、特集論文として掲載さ
れた論稿のうち辻村（2019）、後藤（2019）、山
田（2019）の３論文において齋藤（2000）への言
及がみられるⅲ。この齋藤（2000）では「公共性」
について、その意味合いは①強制、権力、義務と
いった響きをもつ、国家に関係する公的なもの、
②「公共の福祉」、「公共の秩序」などの場合に用
いられる、特定の誰かにではなくすべての人びと

に関係する共通のもの、③「公然」、「情報公開」、
「公園」などがカテゴライズされる、誰に対して
も開かれているということの３つ（英語で対応さ
せると①はofficial、②はcommon、③はopen）に
大別できるとした（同書pp.ⅷ-ⅸ）上で、それは「価
値の複数性を条件とし、共通の世界にそれぞれの
仕方で関心をいだく人びとの間に生成する言説の
空間」（同書p.6）であることが肝であるとしてい
る。
　このように、「公共」の意味を一義的に定める
のは容易ではないが、「多様な価値が認められる、
開かれた議論が可能な空間」を土台とすることは
共通している点であるといえる。その上で、細か
な意味には複数のものがあるというのが特に教育
との関連で唱えられてきた「公共」ないし「公共
性」の特徴といえよう。新科目「公共」ではこれ
がどのように反映されることが想定されているの
か、次にこのことを学習指導要領や中央教育審議
会答申の記述から考察していくことにしたい。

　Ⅲ　�学習指導要領から考える�
新科目「公共」の「公共性」

　本節では主に学習指導要領の記述ⅳから、新科
目「公共」に求められている「公共性」を考えて
いくことにしたい。

（1）教育基本法及び教科（公民科）の「目標」
　およそ10年に一度の周期で改訂が繰り返されて
いる今日の学習指導要領であるが、教育基本法に
おいて掲げられている教育の目的や目標等に準拠
することはどの時期の学習指導要領においても共
通するところであるといえる。2006年に改訂され
た現在の教育基本法では、「教育の目標」を記し
た条文である第２条の第３号において、「正義と
責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずる
とともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の
形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこ
と」として「公共」の文言が明記されている。今
次の学習指導要領においても、この教育基本法第
２条第３号に記されている内容は達成すべき目標
の１つとされており、新科目「公共」の目標とし
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ても当然当てはまるものとされている。
　次に教科の目標をみてみると、科目として「公
共」が含まれる公民科の目標では、「広い視野に
立ち、グローバル化する国際社会に主体的に生き
る平和で民主的な国家及び社会の有為な形成者に
必要な公民としての資質・能力を育成すること」
が掲げられている（この「目標」は新科目「公
共」の目標でも繰り返し記載されている）。さら
に、養うべき力の１つとして「現代の諸課題につ
いて、事実を基に概念などを活用して多面的・多
角的に考察したり、解決に向けて公正に判断した
りする力」を挙げ、「国民主権を担う公民として、
自国を愛し、その平和と繁栄を図ること」への自
覚を深めることが求められている。「多面的・多
角的に考察」の文言からは多様な価値観の尊重へ
の意識が見られつつも、「グローバル時代におけ
る民主主義・平和主義国家『日本』」を担うこと
が意識されているとも読み取ることができる。意
識すべき「公共空間」の地理的な範囲が半ば「国
家」に限定されるようにも読み取れる記述となっ
ている。

（2）�学習指導要領に記された新科目「公共」の
内容

　これを踏まえ、続いて新科目「公共」の部分の
記述をみていくことにしたい。
　新科目「公共」において養うべき力の１つとし
ては、「選択・判断の手掛かりとなる考え方や公
共的な空間における基本的原理を活用して、事実
を基に多面的・多角的に考察し公正に判断する力」
が挙げられ、「公共的な空間に生き国民主権を担
う公民として、自国を愛し、その平和と繁栄を図
ること」と、教科の目標に「公共的な空間に生き」
という文言を加えたものが記されている。
　そして、これに続く「科目の内容」の箇所では、

「公共的な空間」の語が多用されている。「科目の
内容」においては以下のように小見出しが設けら
れ、いくつかの項目立てがなされている。

Ａ　公共の扉
　（1）公共的な空間を作る私たち
　（2） 公共的な空間における人間としての在り方

生き方
　（3）公共的な空間における基本的原理
Ｂ　�自立した主体としてよりよい社会の形成に参

画する私たち
C　持続可能な社会づくりの主体となる私たち

　それぞれの中で、「公共的な空間」という文言、
あるいはそれに類すると考えられる語が記されて
いる箇所を抜粋すると、たとえばＡ（1）では、
身に付けるべき知識の１つとして「自分自身が、
自主的によりよい公共的な空間を作り出していこ
うとする自立した主体になることが、自らのキャ
リア形成とともによりよい社会の形成に結びつく
ことについて理解すること」が挙げられており、
さらに、身に付ける思考力、判断力、表現力等の
説明の中で、「公共的な空間」には「国家・社会
などの」という修飾語が添えられている。
　一方、Ａ（2）（3）では、着目すべきこととして「幸
福」、「正義」、「公正」が挙げられ、さらに、Ａ（3）
では「人間の尊厳と平等、協働の利益と社会の安
定性の確保を共に図ること」が「公共的な空間を
作る上で必要であること」であるとされており、

「公共的な空間における基本的原理」として、「人
間の尊厳と平等、個人の尊重、民主主義、法の支
配、自由・権利と責任・義務」が例示されている。

（3）�学習指導要領解説における「公共的な空間」
の説明

　このように、科目の内容を説明する中で複数回
用いられている「公共的な空間」について、学習
指導要領本文ではこれを具体的に説明している箇
所は見受けられない。しかし、学習指導要領の「解
説」ⅴをみると、この「公共的な空間」という文
言について、その意味するところを具体的に説明
している箇所がみられる。そこでは、「公共的な
空間」とは「地域社会あるいは国家・社会などに
おける人間と人間とのつながりや関わり並びにそ
れによって形成される社会システムそのものの両
者を合わせ表した場を意味しており、地理的な空
間の広がりを意味するものではない」と説明され
ている。また、内容Ａ（3）アの部分、「身に付け
るべき知識」を説明する中では、「公共的な空間」
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は「各人が、かけがえのない存在として認められ、
よりよく幸福に生きることができるようにし、全
ての人々のために協働の利益が確保されるように
することを目指して、様々な課題の解決方法を議
論し、決定し、その実現を図る開かれた空間であ
る」とされており、さらにＡ（3）イの部分、身
に付けるべき思考力、判断力、表現力等を説明す
る箇所では、「公共的な空間」においては「各人
が自己の個性を発揮し、また同時に、他者の人格
を尊重し共に協働して生きていくことが大切であ
り、そのためには、相互承認と寛容の精神をもっ
て、他者に対して公平・公正な配慮を行うことが
重要である」とされており、その実現のためには、
政治学等でしばしば扱われる「囚人のジレンマ」
や「チキン・ゲーム」の問題、さらには「間接差
別」や「アファーマティブ・アクション」といっ
た事象を授業の中で取り上げることが例示されて
いる。
　以上の内容を踏まえると、新科目「公共」に
おいて想定されている「公共的な空間」の概念
は、「他者を尊重しつつ自己の個性も重視し、多
様な価値観や関係性を広く認め合えること」に重
きが置かれていることが窺える。齋藤（2000）で
整理されていた「公共性」の概念を踏まえれば、
officialな場への参加・参画よりもむしろcommon
やopenの語で表象される要素の方が重視されて
いるといえよう。

（4）学習指導要領解説におけるその他の事項
　その他、学習指導要領解説の新科目「公共」の
部分で記載されている事項で注目すべき箇所を何
点かみておくことにしたい。
　まず、Ａ（2）、科目の内容のうち「公共的な空
間における人間としての在り方生き方」の項に関
して、これらを「多面的・多角的に考察し、表現
できるようにすることが必要である」とした上
で、「最大多数の最大幸福を実現するが特定の人
に大きな負担を課すことになる政策と、効用の総
量を最大化できないがお互いを配慮し全員の効用
を改善し得る政策とを比較し、どちらが望ましい
と考えるか」という、いわゆる「犠牲のシステム」
の問題（高橋2012）や、「牧草地を共有している

農民たちが、各自が利益を増やそうとして放牧す
る家畜の数を増やしすぎると、牧草地はどうなる
か」という、いわゆる「共有地の悲劇」の問題な
どを課題として取り上げることが考えられるとし
ている。
　また、「公共」と関連づけて学ぶべき教科・科
目としては、「道徳」や「家庭科」（関連する内容
としては「自助・公助・共助」、「生涯設計」、「ラ
イフスタイルと環境」、「消費行動」、「契約」など）、

「情報」（特に情報モラル教育の部分）、特別活動が
挙げられている。一方、公民科全体として、科目
構成も大きく変化はしたものの、育成すべき「公
民としての資質・能力」については改訂前の学習
指導要領から引き継がれる、ということも記載さ
れている。
　以上からも、新科目「公共」における「公共性」
として、齋藤（2000）の整理に従って考えれば特
に「common」や「open」の価値が重視されてい
ることを窺うことができる。

��Ⅳ　中教審答申から考える新科目
��　　「公共」の「公共性」

　ここまでみてきた新しい学習指導要領につい
て、この基本方針が2016年12月21日の中央教育審
議会答申「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及
び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要
な方策等について」ⅵにおいて示されたことは既
述したとおりである。ではその時点で新科目「公
共」及びそれに関連する事項はどのように提案さ
れていたのか。次にそのことをみていきたい。

（1）�2016年12月21日の中教審答申における「公共」
の記述

　答申では、「公共」は「現代社会の諸課題を捉
え考察し、選択・判断するための手掛かりとなる
概念や理論を、古今東西の知的蓄積を踏まえて習
得するとともに、それらを活用して自立した主体
として、他者と協働しつつ国家・社会の形成に
参画し、持続可能な社会づくりに向けて必要な
力を育む」科目として説明されている（p.109ⅶ）。
また、「公共」の時間をキャリア教育や進路指
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導の機会として活用することも期待されており
（p.56）、その構成は以下の３点にまとめられてい
る（pp.136-137）。
　すなわち、第一として、自立した主体とは他者
との協働により国家や社会など公共的な空間を作
る主体であるということを学び、古今東西の先人
の取組、知恵などを踏まえ、社会に参画する際の
選択・判断するための手掛かりとなる概念や理論
や公共的な空間における基本的原理（民主主義、
法の支配等）を理解し、第二以降の大項目の学習
につなげること。第二に、小中学校社会科で取得
した知識等を基盤に、第一で身に付けた資質・能
力を活用して現実社会の諸課題を、政治的主体、
経済的主体、法的主体、様々な情報の発信・受信
主体として自ら見出し、話し合いなども行い考察、
構想する学習を行うこと（その際に具体的に学ぶ
内容として、政治参加、職業選択、裁判制度と司
法参加、情報モラル、財政と税、消費者の権利や
責任、多様な契約などが挙げられている）。第三
に、第一・第二を踏まえ、持続可能な地域、国家・
社会、国際社会づくりに向けて、諸課題の解決に
向けて構想する力、合意形成や社会参画を視野に
入れながら、構想したことの妥当性や効果、実現
可能性などを指標にして議論する力などを育むこ
とをねらいとして、現実社会の諸課題（公共的な
場づくりや安全を目指した地域の活性化、受益と
負担の均衡や世代間の調和がとれた社会保障、文
化と宗教の多様性、国際平和、国際経済格差の是
正と国際協力など）を探求する学習を行うこと、
である。
　一方、「公共」の設定にあたり期待の声が多数
上がっている主権者教育については、「教科横断
的な視点で育むことができるよう、教科等間相互
の連携を図っていくことが重要」であり、「家庭、
地域との連携が重要であり、例えば投票に対する
親しみを持たせるために、公職選挙法改正により
全国で可能となったいわゆる子連れ投票の仕組み
を生かして保護者が児童生徒を投票所に同伴した
り、児童生徒と地域の課題について話し合ったり
することや、地域の行事等で児童生徒が主体的に
取り組む機会を意図的に創出していくことが期待
される」としている（p.43）。もちろん、「公共」

の授業において主権者教育が展開されることを否
定するものでは全くないが、主権者教育を「公共」
の授業に閉じ込めず、さらには学校教育の中に閉
じ込めず家庭や地域とも連携してそれが行われる
場をつくっていくことが重要であるということが
述べられている。

（2）�2015年８月26日の中央教育審議会教育課程
企画特別部会「論点整理」

　この2016年12月21日の答申に至る審議の過程
で、2015年８月26日に教育課程企画特別部会の「論
点整理」が公表されているⅷ。まだ科目名も「仮称」
の段階ではあるが、そこでは「公共」は「様々な
課題を捉え考察する基となる概念・理論や先哲の
多様な思想を学び、それを通じて多様な文化に触
れ、グローバルな社会の中で、自らが考え、選択・
判断する力を鍛える教科」である公民科の共通必
履修科目であり、「家庭科や情報科をはじめとす
る関係教科・科目等とも連携しながら、主体的な
社会参画に必要な力を、人間としての在り方生き
方の考察と関わらせながら実践的に育む科目」で
あると説明されている（p.36）。答申、そして学
習指導要領で謳われている「科目」のコンセプト
の原型はこの時点で既に看て取ることができる内
容となっている。

（3）2014年11月20日文部科学大臣諮問
　こうした2016年12月21日の答申に至るまでの審
議の起点は2014年11月20日に当時の下村博文文部
科学大臣から出された諮問であることは既述した
とおりである。では、その諮問の中に、新科目「公
共」の設定に向けた検討を行うことを求める内容
はどのように記載されているのか。この点に関し
て、同諮問の中に、「以下のような視点から検討
を求める」として挙げられている事項に興味深い
記述がみられる。それは以下の部分である。

　 　高校教育、今後、国民投票の投票権年齢が満
18歳以上となることや、選挙権年齢についても
同様の引下げが検討されるなど、満18歳をもっ
て「大人」として扱おうとする議論がなされて
いることも踏まえ、国家及び社会の責任ある形
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成者となるための教養と行動規範や、主体的に
参画し自立して社会生活を営むために必要な力
を、実践的に身につけるための新たな科目等の
在り方。

　この記述からは、社会の「official」な部分への
参加・参画を促進するための科目を新たに設ける
ことが求められていることを窺える。このよう
に、「公共」の新設に向けて当初企図されていた
のは「18歳選挙権」や「18歳成人」を踏まえた政
治参加や社会参画を促進する場としての役割であ
り、このような視点から新科目「公共」への期待
が多数表明されていることも、この諮問の内容を
みれば自然なことといえるものである。しかし、
この後の審議を踏まえて答申が出され、そして新
しい学習指導要領がつくられていく中で、新科目

「公共」において重視される「公共性」はむしろ
「common」や「open」の部分へとその比重が変
化していったといえるのである。

Ⅴ　おわりに

（1）本稿の知見
　以上、本稿では新しい学習指導要領および2016
年12月21日の中央教育審議会答申に着目して、
2022年度よりスタートする高等学校公民科の新科
目「公共」における「公共性」について、その内
容を考察してきた。
　本稿の知見は、大きく２点にまとめられよう。
１点目は、新科目「公共」における「公共性」の
意味するところについて、齋藤（2000）において
示されている３つの要素に照らし合わせて考えた
とき、特に「common」と「open」の概念が重視
されているということを明示したことである。新
科目「公共」に対しては、2015年の「18歳選挙権」
成立とも相俟って、投票行動等を通じた若者の政
治参加、さらには社会参画を促進する場としての
期待が先行研究でも多く寄せられている状況があ
る。しかし、学習指導要領ではそうした「official」
な場への参加・参画よりも「common」や「open」
の概念が新科目「公共」のポイントとして重視さ
れている。その点を明らかにした点が１つ目の知

見として挙げられるところである。
　２点目に、１点目と関連する点ではあるが、政
治参加や社会参画を促進する「主権者教育」につ
いて、これは必ずしも新科目「公共」において実
施されることが求められているわけではない点を
示した点が挙げられる。主権者教育は教科横断的
に、家庭や地域とも連携しながら進められること
が求められている。その中で、そうした主権者教
育を行うための場の１つとして新科目「公共」も
捉えられることになる。他の教科等との関連の中
で新科目「公共」の求められる役割を考えていく
ことが重要になろう。こうした主権者教育におけ
る新科目「公共」の位置づけを示したことが２つ
目の知見として挙げられるところである。

（2）今後への課題
　一方、本稿は新科目「公共」の授業が初めて実
施される前年度に記述していることもあり、多く
の課題があることは率直に認めねばならないとこ
ろである。そうした課題を整理すると、今後に向
けては大きく以下の３点に集約することができよ
う。
　１点目は、特にⅣに関して、政策文書に基づい
た考察に留まっている点である。文部科学大臣の
諮問では「主権者教育の核となる科目」としての
新設が強く期待されていたところが、その後の「論
点整理」そして「答申」へと至る中で、どのよう
にその重点を「common」や「open」の理念へと
移動させていったのか。この点を中央教育審議会
の審議過程の細かな分析等を通じて明らかにして
いくことが求められるといえる。
　２点目は、新科目「公共」の内容について、そ
の考察が学習指導要領に基づいたものに留まって
いる点である。実際に「公共」の授業を行うとな
れば、教員も生徒も教科書や副教材を手に授業が
行われることになる。「公共」の教科書は既につ
くられており、教科書展示会などでは閲覧も可能
であったが、教科書をはじめとする教材も含めた
内容の分析に至れていない点も今後の課題として
挙げられる点である。
　そして３点目は、新科目「公共」の具体的な実
践場面に全く触れられていない点である。この点
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は「公共」の授業が初めて行われるより前に本稿
を執筆しているため、現時点で具体的な授業実践
に触れることはタイミングとして不可能であるわ
けであるが、本稿で述べてきた内容が、最終的に
は実践場面の描写も含めた分析が必要になる内容
であることは論を俟たないところであろう。実践
の場面に全く触れられていない点もまた今後に向
けた本稿の課題として挙げられるところである。
　このように、本稿にはまだまだ考察を深めるべ
き点が多々残されている。本稿の題目に「（1）」
を付記したのも、これで区切りとすることは到底
不可能であるという自覚からである。本稿を脱稿
した数か月後から、全国の高等学校では公民科の
新科目「公共」の授業が開始されることになる。
実践を踏まえた考察も視野に入れつつ、本稿では
不十分な考察に留まっている点に関しては他稿に
期すことにしたい。

注

ⅰ　学習指導要領では今回の改訂で新たに設けら
れた前文において、「社会に開かれた教育課程」
は「よりよい学校教育を通してよりよい社会を
創るという理念を学校と社会とが共有し、それ
ぞれの学校において、必要な学習内容をどのよ
うに学び、どのような資質・能力を身に付けら
れるようにするのかを教育課程において明確に
しながら、社会との連携及び協働によりその実
現を図っていくという」ことであると説明され
ている。

ⅱ　例として、本来は「私」の領域に属するアク
ターである企業の社会的責任（CSR：Corporate 
Social Responsibility）が問われる領域が挙げ
られている。

ⅲ　但し、「教育行政学が公共性を議論する際に
政治哲学が必要不可欠に近い存在」である可能
性を示唆しつつも、約20年前に公刊された文献
がこの時期にもなお頻繁に参照されていること
に対して「これは教育行政学にとっては深刻な
問題かもしれない」という問題提起も一方では
みられる。（青木2019 p.83）

ⅳ　学習指導要領は文部科学省ホームページを通

じて全文閲覧が可能であり、本稿でもこれを参
照している（最終閲覧日：2021年10月21日）。
https://www.mext.go.jp/content/1384661_6_ 
1_3.pdf

ⅴ　「解説」も文部科学省ホームページから全文
閲覧可能である。本稿で参照した「高等学校学
習指導要領解説」のURLは以下のとおり（最
終閲覧日：2021年10月21日）。

　 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/
new-cs/1407074.htm

ⅵ　この中教審答申は以下のURLから全文閲覧
可能である（最終閲覧日：2021年10月21日）。
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/
chukyo/chukyo0/toushin/1380731.htm

ⅶ　2016年12月21日中教審答申におけるページ
数。以下、この項でのページ数は同答申のペー
ジ数を示す。

ⅷ　この論点整理も文部科学省ホームページから
全文閲覧可能である（最終閲覧日：2021年10月
21日）。なお、この項におけるページ数の記載
は同「論点整理」のページ数を示す。https://
www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/
chukyo3/053/sonota/1361117.htm
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［抄録］
　2022年度から本格実施される高等学校の新しい学習指導要領において、公民科に新科目「公共」が設
定された。同科目には2015年の「18歳選挙権」成立等とも相俟って、若者の政治参加や社会参画を促進
する主権者教育の核としての期待が多く寄せられている。しかし、「公共」あるいは「公共性」といっ
た語の多義性に鑑みると、新科目「公共」に込められた「公共性」には別の側面が見えてくる。本稿で
は学習指導要領や中央教育審議会答申の分析から、新科目「公共」においては「公共性」の中でも特に

「common」や「open」といった言葉で象徴される理念が重視されていることを明らかにした。


